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令和元年第１１回府中市教育委員会定例会議事録 

 

１ 開 会  令和元年１１月２１日（木） 

       午後２時００分 

  閉 会  令和元年１１月２１日（木） 

       午後３時０４分 

２ 議事録署名員 

       教育長 浅 沼 昭 夫 

       委 員 日 野 佳 昭 

３ 出席者 

  教育長 浅 沼 昭 夫  委 員 松 田   努 

委 員 日 野 佳 昭  委 員 平 原   保 

委 員 新 島   香 

４ 欠席者 

   な し 

５ 出席説明員 

  教育部長       赤 岩   直  文化スポーツ部長    五味田 公 子 

  教育部副参事兼指導室長         文化生涯学習課長    古 田   実 

             並 木 茂 男  ふるさと文化財課長   江 口   桂 

  教育総務課長       佐々木 和 哉  ふるさと文化財課長補佐 大 川   享 

  教育総務課長補佐   遠 藤 公巳明  市史編纂担当主幹    英   太 郎 

  学校施設課長     山 田 英 紀  スポーツ振興課長    市ノ川 恵 一 

  学校施設課長補佐   町 井   香  スポーツ振興課長補佐  青 木 達 也 

  学務保健課長     佐 伯 富 丈  美術館副館長補佐    志 賀 秀 孝 

  給食センター所長   谷 本 耕 一   

  指導室長補佐     鈴 木 正 憲   

  統括指導主事     田 村 貴代美   

  統括指導主事     吉 田 周 平 

  指導主事       蓮 沼 喜 春 

  指導主事       國 廣 淨 和 

  指導主事       進 藤 智 洋 

  指導主事       柴 崎 大 輔 

６ 教育委員会事務局出席者 

  教育総務課係長    矢 島 彩 子 

  教育総務課主任    元 村 考 呂 
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議 事 日 程 

第１ 議事録署名員指名について 

 

 

第２ 会期決定について 

 

 

第３ 議 案 

 

 

第４ 報告・連絡 

 (1) 寄附の採納について 

 (2) 府中市学校施設改築・長寿命化改修計画（案）の作成について 

 (3) 府中市文化財保護審議会答申について 

 (4) 第７３回府中駅伝競走大会の開催について 

 (5) 企画展「青木野枝 霧と鉄と山と」の開催について 

 

 

第５ その他 

 

 

第６ 教育長報告 

 

 

第７ 教育委員報告 
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午後２時００分開会 

○教育長（浅沼昭夫君） ただいまより、令和元年第１１回府中市教育委員会定例会を開会

いたします。 

                    ◇                

○教育長（浅沼昭夫君） 日程第１、議事録署名員指名につきまして、本日の議事録署名員

は、私のほか日野委員にお願いいたします。 

                    ◇                

○教育長（浅沼昭夫君） 日程第２、会期の決定でございますが、会期は本日１日といたし

ます。 

                    ◇                

◎傍聴許可 

○教育長（浅沼昭夫君） 傍聴希望者がおりますので、許可してよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

                    ◇                

○教育長（浅沼昭夫君） 日程第３、議案でございますが、本日は議案の審議はございませ

ん。 

                    ◇                

◎寄附の採納について 

○教育長（浅沼昭夫君） 日程第４、報告・連絡ですが、報告・連絡（１）を教育総務課、

お願いします。 

○教育総務課長補佐（遠藤公巳明君） 資料１の寄附の採納について、ご報告いたします。

今回は１件でございまして、学校教育の振興に供するために寄附されたものでございます。

寄附の採納先は市立小中学校各校でございます。寄附内容はＦＣ東京創設２０周年記念誌３

３冊、１１５，５００円、寄附者は東京フットボールクラブ株式会社代表取締役社長 大金

直樹様、受領日は令和元年１０月２４日でございます。なお、府中市教育委員会表彰規程第

９条の規定によりまして、委員会が適当を認めたときは感謝状を贈呈できることとなってお

り、取扱い上１０万円相当額以上の寄附を対象としていますが、今回ご報告の案件について

は寄附者が感謝状の受領について辞退のご意向を示しておりますので、贈呈しないこととい

たします。以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○教育長（浅沼昭夫君） 何かご質問、ご意見はございますか。よろしいですか。それでは、

報告・連絡（１）について了承といたします。 

                    ◇                

◎府中市学校施設改築・長寿命化改修計画（案）の作成について 

○教育長（浅沼昭夫君） 報告・連絡（２）を学校施設課、お願いします。 

○学校施設課長補佐（町井 香君） それでは、学校施設改築・長寿命化改修計画（案）の

作成について、平成３０年第１１回教育委員会定例会で府中市学校施設老朽化対策推進協議

会から答申として提出された計画素案をご報告させていただいておりますが、その後、市議

会や学校関係者からのご意見、早期改築着手校の設計業務との整合性を図りながら、府中市

学校施設改築・長寿命化改修計画（案）を作成しましたので、教育委員会定例会資料２に基
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づきご説明いたします。 

 それでは教育委員会定例会資料２、府中市学校施設改築・長寿命化改修計画（案）の作成

についてをご覧ください。初めに、１の「趣旨」でございますが、教育委員会から府中市学

校施設老朽化対策推進協議会に対して、府中市学校施設改築・長寿命化改修計画素案の作成

について諮問し、平成３０年９月に計画素案の答申を受けました。それ以降、学校施設の老

朽化対策について様々な方々のご意見を伺うとともに、並行して実施する早期改築着手校改

築事業との整合性を図ってまいりましたが、この度計画素案をもとに令和２年度から令和３

２年度までの３１年間を計画期間とする「府中市学校施設改築・長寿命化改修計画（案）」

を作成するものでございます。 

 次に、２の「概要」でございますが、（１）の本計画策定の背景と目的としまして、本計

画策定の背景、目的、計画期間と更新サイクル及び対象施設を本文３ページから６ページに

記載しております。（２）の本計画の位置付けとしましては、本計画の位置付け及び学校施

設に関連する計画などを本文７ページから１２ページに記載しております。（３）の学校施

設の現状と課題としまして、学校施設の役割とこれまでの整備の概要、学校施設の保有状況、

学校施設の老朽化や生徒の教育環境における現状と課題などを本文１３ページから５６ペー

ジに記載しております。（４）の本市の老朽化対策の検討に当たってとしまして、本市の老

朽化対策の検討に当たって、一般的な建物の耐用年数や老朽化対策の手法を整理するととも

に、本市の老朽化対策の考え方を本文５７ページから６６ページに記載しております。

（５）の本市の老朽化対策の進め方としましては、老朽化対策の基本的な在り方、学校施設

の整備スケジュール及び整備費用を本文６７ページから８４ページに記載しております。

（６）の各学校の老朽化対策を実施するに当たっての整備方針としましては、学校施設の改

築を進めるに当たり、できる限り公平な教育環境を確保できるよう、市として統一的な基準

として、目指すべき学校施設、学校施設の全体整備方針、学校施設における建物の整備方針

及び配置方針、各諸室の整備方針を本文８５ページから１２０ページに記載しております。 

 裏面２ページに移りまして、（７）の継続的運用方針としましては、本計画の進行管理は

ＰＤＣＡサイクルにより行うことや、本計画の推進体制及び今後の各学校における老朽化対

策の進め方を本文１２１ページから１２６ページに記載しております。 

 次に、３の「計画素案からの主な変更点」でございますが、「府中市学校施設改築・長寿

命化改修計画（案）」の本文を用いてご説明させていただきます。恐れ入りますが、本文の

２ページ、目次をご覧ください。本計画案につきましては先ほど概要で説明させていただき

ましたとおり、全７章で構成しておりまして、計画素案の章立てを増やしております。計画

素案からの変更箇所としましては、計画素案の第４章としていた部分を計画案では第４章の

「本市の老朽化対策の検討に当たって」と、第５章の「本市の老朽化対策の進め方」に分け

てございます。 

 恐れ入りますが、５ページをご覧ください。中段の（２）計画期間と更新サイクルでござ

いますが、計画素案では８年ごとに見直しをしておりましたが、計画案では下から４行目以

降、早期改築着手校（八小、一中）の整備状況を反映するため令和６年度とし、それ以降は、

学習指導要領や府中市学校教育プランなどの関連計画や改築事業を実施した学校の状況を見

ながら、必要に応じて見直しを行うことに変更しております。 
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 恐れ入りますが、３７ページをご覧ください。下段（ウ）の諸室の整備としまして、小学

校は今年度に全ての体育館へ空調を設置しておりますので、上から４行目の「なお、体育館

については、令和元年度に全小学校で設置を行っています。」と追記しております。 

 ３８ページをお開きください。上段イの課題につきましては、中学校の体育館及び武道場

の空調設置については現在検討を行っている段階でございますので、上から４行目の「ま

た、」以降を追記しております。 

 恐れ入りますが、６８ページをご覧ください。１の「老朽化対策の基本的な在り方につい

て」といたしまして、学校によって将来、学校規模が大規模化または小規模化する学校が見

込まれるため、学校規模の適正化を図ることが必要となることから、赤い四角で囲んだ下段

④の「将来の児童・生徒数の増減への対応について」を追加しております。 

 次に７１ページをお開きください。（イ）の第１グループにつきまして、教育委員会でご

報告しております次期実施校を第三小学校と第六小学校に選定する旨を、文章上から６行目

以降、「改築する学校の順序については、老朽化対策調査の結果を基に、校舎の構造躯体及

び意匠・設備の状況、校舎の築年数を考慮した総合的な評価を行い、老朽化対策の優先度が

高かった三小及び六小を、次期実施校に選定します。」と追記するとともに、中段の図にも

次期実施校として第三小学校と第六小学校を追加しております。また、上から１０行目以降

の「その他の第１グループの学校については、今後、児童・生徒数の将来推計から大きく教

育環境の変化が見込まれる学校もあることから、今後の市立小・中学校の適正規模・適正配

置の考え方を整理した上で、老朽化対策の結果や、児童・生徒数の将来推計等を踏まえ、総

合的に判断した老朽化対策の優先度を示していきます。」と追記し、今後の選定の考え方を

整理しております。 

 恐れ入りますが、７９ページをお開きください。④の将来の児童・生徒数の増減への対応

についての（１）当面の改築事業においての考え方でございますが、計画素案では適正規

模・適正配置への取組を短期的な取組などとしていた部分につきまして、上から３行目以降

の「改築時期が早い学校については、できる限り近隣の学校の規模や児童・生徒数の状況を

注視しつつ、現在の児童・生徒数に配慮した改築を行います。また、改築事業を実施した学

校において、将来的に、児童・生徒数の減少に伴う学校規模の縮小が見込まれる場合には、

基本計画や基本設計段階において、建物の一部解体や減築などを行いやすい建築計画を検討

するほか、必要に応じて、一部地域における学区再編について検討を行います。」に文言を

修正しております。 

 次に（２）の統廃合等を含めた学校規模や配置の適正化につきましては、計画素案では適

正規模・適正配置への取組で長期的な取組としていた部分を（２）統廃合等を含めた学校規

模や配置の適正化として、下から２行目の「次期実施校を除くその他の１グループ及び２グ

ループの学校については、今後、児童・生徒数の将来推計から大きく教育環境の変化が見込

まれる学校もあることから、今後の改築校の選定に向けて、本市の適正規模・適正配置の基

準となる考え方を整理します。また、その基準に基づき、近隣で先行して改築を行った学校

や、その後に改築が行われる学校と学校間で規模の調整を図るなど、複数の学校をグループ

として捉えながら、学校の統廃合や学区再編等を含めた、学校規模や配置の適正化に向けた

検討を行います。」に文言の追加、修正をしております。 
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 次に、（３）の府中基地跡地留保地の活用についてでございますが、教育委員会でご報告

しておりますとおり、「府中基地跡地留保地については、市内の中心部に位置しており、十

分な規模の整形地であることから、今後の学校施設の老朽化対策を進める上で、児童・生徒

数の減少に伴う市立小・中学校の適正規模・適正配置に対応する学校用地として、また、改

築事業時の仮設校舎費用の抑制などの様々な課題に対応する学校用地と位置付け、今後、具

体的な活用方法や整備内容などについて、検討を行います。」を追記しております。 

 恐れ入りますが、８２ページをお開きください。８２ページと８３ページの下段、図表５

３をあわせてご覧ください。８２ページの上段の３の「学校施設の整備費用」の（１）の今

後の改築に係る費用の見通しでございますが、計画素案から計画案を作成するに当たりまし

て、早期改築着手校の設計業務の状況や近年の他市の改築実績等を踏まえ、将来の改築費用

について再精査をしております。このことにより将来の改築費用として計画素案時では約１，

１８０億円としておりましたが、計画案では１，３７０億円となり、１９０億円の増額とな

っております。将来の改築費用は校舎、体育館、プール、仮設校舎の４区分で試算しており、

それぞれの内訳でございますが、初めに校舎につきましては中学校の改築単価を他市の改築

単価を参考にする中で、三中の実績では乖離が見られたことから実勢価格に近い十小単価に

物価変動分の変動率を乗じた単価を採用することとし、９２４億円から９８８億円へと増額

をしております。次に、体育館では近隣市の実勢単価を採用したことで、７２億円から１１

５億円へと増額しております。次に、プールでは新たに物価変動分の変動率を乗じたことに

より、６３億円から６９億円へと増額しております。最後に、仮設校舎では実勢単価を採用

したことで、１２１億円から１９８億円へと増額しております。 

 次に、（２）の今後の対応でございますが、今後の改築費用が多額となることから、計画

素案では整備費用の縮減や補助金の確保に努めるとしておりましたが、計画案では「学校施

設の整備は、多額の費用がかかることから、良好な教育環境を確保しつつ、改築費や改築後

の維持管理費の縮減に努める必要があります。そのため、第６章で示す『各学校の老朽化対

策を実施するに当たっての整備方針』に基づき、できる限り公平な教育環境を確保した上で、

改築費や維持管理費の縮減に努めるとともに、補助金等などの財源の確保にも努めていくこ

とが重要です。また、学校施設の老朽化対策を長期にわたって実施することから、将来にお

いて、今後見込まれる人口減少や他の公共施設の老朽化対策の状況を踏まえた施策を検討し、

学校施設の改築費全体の縮減に努めるとともに、他の公共施設の老朽化対策費の縮減に寄与

していきます。」と文言を加筆、修正しております。 

 恐れ入りますが、９０ページをお開きください。４の「学校施設における各諸室の整備方

針」といたしましては、改築事業の特徴となる諸室について、学習環境の充実や子どもたち

の成長を支える学校を実現するため、改築事業の特徴ある諸室として、普通教室、メディア

センター、校務センター、校長室（学校経営ルーム）を位置付けております。また、この４

室について９１ページ以降、９９ページにかけまして新たな使い方や整備内容がわかりやす

く伝わるよう、各諸室の整備方針をイラストで表示しております。 

 恐れ入りますが、１１７ページをお開きください。（８）の校庭でございますが、（エ）

の「体育や部活動などの学校活動や地域開放時に児童・生徒や校庭利用者が利用できるよう、

更衣スペースやトイレ、倉庫等を設ける。」と追記してございます。 
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 次に、（９）の体育館としまして、１１８ページに移りまして、（ウ）につきまして計画

素案では、体育館空調の設置については必要に応じて検討することとしておりましたが、

「夏季の高温対策として、通風、換気に配慮したつくりとし、必要に応じて空調設備を設置

する。」と修正してございます。 

 次に、（１１）のプールとしまして、１１９ページに移りまして、（ア）として計画素案

では原則として地上に設置することとしておりましたが、八小の改築事業や昨今の台風等の

被害状況を踏まえ、「原則として、十分な校地がある場合には地上に設置するが、校地の状

況や断水時のプール水の活用等にも考慮し、必要に応じて、屋上化を検討する。」と修正し

てございます。 

 恐れ入りますが、１２３ページをお開きください。（１）の推進体制の整備といたしまし

て、学校施設老朽化対策特別委員会が設置された目的を踏まえ、図表５９の「老朽化対策を

進める上での推進体制図」に市議会を追加するとともに、早期改築着手校の状況から地域住

民に加え、ＰＴＡ、保護者、学校関係団体を追加しております。 

 以上が計画素案から計画案への主な変更点となります。 

 恐れ入りますが、教育委員会定例会資料２の７ページに戻りまして、最後に４の「今後の

予定」でございますが、本計画案については令和元年１２月下旬から令和２年１月下旬まで

の期間でパブリックコメント手続を実施し、市民からの意見等を反映させた計画として今年

度中に作成を行ってまいります。 

 以上で学校施設改築・長寿命化改修計画案の作成についての説明を終わらせていただきま

す。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 

○教育長（浅沼昭夫君） ただいまの件につきまして、何かご質問、ご意見はございますか。 

○委 員（日野佳昭君） ２点お願いします。校舎の建設時期が４０年以上ということで、

アスベストが使われている可能性があります。もし、アスベストがあった場合には地域への

了解も取らなければいけないですし、壊すときにかなり金額がかかるということも含めて、

金額とそれから今の計画が延びる可能性もありますが、その辺の考慮はしているのでしょう

かということが第１点です。 

 もう１点は、今後の計画のタイムスケジュールについてです。今回の計画を見ますと統廃

合等を含めた学校規模や配置の適正化及び府中基地跡地留保地の活用も踏まえて、費用の抑

制に努めるとありました。それが一番大事かなと思いますが、令和６年度にもう１回見直し

をするそうですが、それまでの間に跡地利用の具体的な検討、統廃合の検討は、いつ頃どの

ような計画で変更する会議をする予定になっているのかというところの２点をお願いできま

すでしょうか。 

○教育長（浅沼昭夫君） それでは２点、お願いします。 

○学校施設課長補佐（町井 香君） 初めに、アスベストの金額、撤去の計画等、今回の計

画の金額の中で配慮をされているかというところでございますが、現在改修工事等でアスベ

ストの調査を行っているような状況でございまして、その中でやはりアスベストの部分とい

うのは、かなり多くなっている部分があります。今回の計画につきましても、アスベストの

部分については、十分考慮した金額と時期となってございます。 

○学校施設課長（山田英紀君） 続きまして、２点目のタイムスケジュールでございます。
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令和６年度にこの計画を最初に改定するまでの間の適正規模また統廃合、基地跡地について

の方向性、スケジュールがあるのかというご質問だと思うのですが、適正規模・適正配置と

統廃合については、それぞれ意味合いが違うと現状では捉えておりまして、まず、適正規

模・適正配置、そしてそれにかかわる統廃合の関係の考え方等につきましては、来年度から

検討に入りたいと考えています。これにつきましては、今後、教育委員の皆様にもお示しす

る機会が今年度中にあると思っておりますので、そのときにご説明させていただければと思

います。 

 基地跡地につきましては、遅くとも来年度から内部では検討を始めなければならないもの

だと考えておりまして、この内部の検討を経て、場合によっては協議会、審議等を立ち上げ

て、学識の方や地域の方々のご意見を聞く場を設けて、じっくり話し合いながら、日野委員

がおっしゃっていただいたように、令和６年度の改定のときまでには、今の３つのものにつ

いてはそれぞれ方向性を出さねばならないと、考えているところでございます。 

○教育長（浅沼昭夫君） よろしいですか。ほかにいかがでしょうか。 

○委 員（平原 保君） 意見といいますか、考えですけれども、学校という場は子どもが

学ぶ場でもあり、それから生活する場である。この２つはこれから時代が変わっても変わら

ない場だと思います。その中で今回、普通教室などのイラストなども入って、９２、９３ペ

ージあたりを見ますと、非常にゆとりがあって子どもたちが学ぶに相応しい１例として示さ

れています。これから長期にわたる計画ですので、先ほど見直し計画ということで更新サイ

クルという説明が具体的にありました。第１回目には令和６年度に見直しをしていくわけで

すが、その後も例えばメディアセンターといっても、現在あるメディアと５年後、それから

１０年後のメディアというのは大きく変わってくる、予想ができないような変わり方をする

と思いますので、学校として変わらない子どもの学びの場と生活の場という理念と、それか

らメディア等の時代が変われば大きく変わっていくという、不易と流行の部分があると思い

ますので、まず、令和６年度時点での見直し、そして、その後も計画的に見直しをしながら

これを推進してほしいなというのが私の願いです。以上です。 

○教育長（浅沼昭夫君） ご意見ですけれども、何かこれについてありますか。 

○学校施設課長（山田英紀君） ご意見ありがとうございます。様々な方にこの計画案をつ

くるまでにご意見をいただきまして、今、平原委員がおっしゃっていただいたように、柔軟

に対応して変えていくところは変えていってほしいというご意見もございました。また、こ

の計画につきましては、教育部全体の協力があってできているものでございまして、学習指

導要領の改訂もその都度タイミングがありますので、そこのところを十分配慮して修正して

いくとともに、昨今防災の関係もございまして、今回の台風１９号では様々なところで被害

が出ておりまして、学校は避難所としての役割も担っておりますので、教育委員会外の計画

も含めて、関連した計画と連携を取りながら、必要に応じて見直していきたいと考えており

ます。 

○教育長（浅沼昭夫君） よろしいですか。ほかにいかがでしょうか。それでは、報告・連

絡（２）について了承といたします。 

                    ◇                

◎府中市文化財保護審議会答申について 
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○教育長（浅沼昭夫君） 報告・連絡（３）をふるさと文化財課、お願いします。 

○ふるさと文化財課長補佐（大川 享君） それでは、ふるさと文化財課から「府中市文化

財保護審議会の答申について」、資料３に基づきご報告いたします。 

 初めに、１の「趣旨」でございますが、府中市文化財保護審議会から平成２９年１１月に

教育委員会より諮問を受けたことについて、令和元年９月３０日に答申が提出されたもので

ございます。 

 続きまして、２の「諮問内容」は、府中市の文化財の保存と活用のあり方についてでござ

います。 

 続きまして、３の「内容」でございますが、諮問を受け当該審議会において２年間審議を

行い、別添資料のとおり答申を作成しております。 

 それでは、別添の資料「府中市の文化財の保存と活用のあり方について（答申）」をご覧

ください。冒頭文、「はじめに」として答申の趣旨を説明しております。 

 続きまして、１「背景と経緯」（１）文化財とはとして、文化財の定義を示すとともに、

全国的な文化財を取り巻く状況と府中市の歴史とこれまでの文化財の保護と活用の取組につ

いて触れております。文化財の定義といたしましては、文化財は文化財保護法、文化財保護

条例の対象となるもので、指定制度と指定制度を補完する登録制度によるものとしておりま

す。また、文化財の種類といたしまして、有形文化財、無形文化財、無形民俗文化財、有形

民俗文化財、史跡、旧跡、名勝及び天然記念物を示しております。 

 続きまして、（２）全国的な文化財を取り巻く状況といたしまして、文化財保護法により

文化財がこれまでその保存と活用が図られてきたことと、同法などの一部改正法律が制定さ

れ、文化財を保存しながらも活用に重点を置く施策が取られ、全国で文化財を観光的活用に

重視した取組が行われていることに触れ、一方で文化財の盗難、劣化等による文化財の損失、

社会状況や価値観の変化などにより、多くの文化財が失われつつある現状を示しております。 

 続きまして、（３）府中市のこれまでの取組では、府中市の歴史と文化財として本市の歴

史及び国、都及び市の指定登録文化財について触れ、これまでの経緯として本市における文

化財の保存と活用の取組状況を示しております。 

 続きまして、２「文化財の保存と活用の現状と課題」として、文化財の保存、活用及び保

存と活用に取り組む改正にかかわる現状を整理し、それぞれの課題を示しております。

（１）の保存の現状と課題では、本市における文化財の保存に係る現状として、市内に所在

する文化財のうち、国、都指定以外の文化財の保存を図るため、府中市文化財保護条例を制

定し、所有者と協力して保護管理を行ってきたこと、また、埋蔵文化財については昭和５０

年に組織した府中市遺跡調査会により、市内１，８５０カ所を超える発掘調査を実施し、旧

石器時代から現代までの人々の営みが発見されていることに触れております。 

 課題としましては、指定文化財の保存状況を始め、市内の文化財総合調査の実施の必要性、

文化財所有者の高齢化や、保存管理の負担への対策、文化財資料等の収蔵施設の将来にわた

る確保などを示しております。 

 続きまして、（２）の活用の現状と課題では、本市における文化財の活用に係る現状とし

て、毎年実施しております指定文化財公開事業、ワークショップなどの活用事業及び文化財

を保存と活用する施設について触れております。課題としましては、学校教育における教育
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資源としての活用推進や郷土の歴史や文化財の情報を市民へ伝える取組の必要性などが示さ

れております。 

 続きまして、（３）体制の現状と課題では、本市における文化財の保存、活用に取り組む

体制の現状として、文化財の保存と活用については行政が中心となった体制取組を進める一

方、市民団体による文化財活用事業や観光ボランティアによる観光ガイドツアーの実施など

が活発に行われていることについて触れております。課題としましては、市民、行政、専門

家の協働による文化財の保存と活用の体制づくりが必要なことから、行政や地域社会におけ

る文化財の保存と活用を担う人材を育成するための環境づくりなどが課題として示されてお

ります。 

 続きまして、３「これからの文化財の保存と活用のあり方」として、文化財の歴史的価値

などの情報を広く市民に提供することで、その価値を共有し、文化財の魅力を生かした地域

づくりを市民との協働で行うことの必要性を示し、文化財の魅力を次世代に継承していくこ

とを提言しております。（１）の文化財の価値の共有と継承では、指定文化財の歴史的価値

や保存、これから指定すべき文化財の発掘を始め、文化財の総合調査を実施し、市民に情報

提供を行うことの必要性、また、個々の文化財のみならず本市の豊かな自然、祭りや行事、

歴史的な景観、地域に根ざした文化・芸術活動等に視野を広げていくことが市民への地域の

誇りや愛着を深めることにつながる重要な視点であることを示しております。 

 続きまして、（２）の文化財の魅力を活かした地域づくりでは、総合的に文化財を活用す

るため、行政と市民の協働により文化財の魅力を伝えていく体制づくりと学校現場との連携

を積極的に実施することが重要であり、市民が広く文化財に親しむことができる環境を整備

していくことの必要性を示しております。 

 続きまして、（３）市民とはぐくむ文化財の保存と活用では、市民協働による文化財の保

存と活用を行う環境づくりに加え、本市の持つ魅力ある文化財を観光資源として積極的に活

用することによって、市民に理解と認知をさらに広め、次世代に継承していくことを提言し

ております。 

 以上が府中市文化財保護審議会の府中市の文化財の保存と活用のあり方についての答申内

容でございます。よろしくお願い申しあげます。 

○教育長（浅沼昭夫君） ただいまの件につきまして、何かご質問、ご意見はございますか。 

○委 員（日野佳昭君） 馬場大門のケヤキ並木について質問させてください。今現在の状

況で問題点があるのであればその辺と、それに対する対策、問題点はないというのであれば、

それはそれでいいのですけれども、それについて教えていただけないでしょうか。 

○ふるさと文化財課長補佐（大川 享君） ケヤキ並木保存にかかわります問題点といたし

ましては、ご案内のとおり大分老朽化が進行しており、このまま保存を続けることは困難な

樹木もかなり発生しております。台風ですとかその他において倒れかかって伐採した木が、

ここ数年で何本も発生しております。そうした枯木にかわりまして、ケヤキ並木のケヤキか

ら採取した種から苗を育てまして、新しい若木にケヤキを植えかえていくという取組を今後

推進してまいろうと考えております。 

○委 員（日野佳昭君） 以前、車の通りをなくすという話が出ていたように思うのですけ

れども、そういう話はもうないのですか。 
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○ふるさと文化財課長（江口 桂君） 本文にも出てまいりますケヤキ並木の保護管理計画

の中で、将来的には今、委員さんがおっしゃっていただきましたように、ケヤキ並木を歩行

者専用道路、モール化を目指して、歩行者がケヤキ並木を憩いの空間として形成していくよ

うな形を計画上定めておりまして、今、庁内で関係部署の協力をいただきまして、そのため

に必要な代替道路について、関係部署のほうで買収と整備に取り組んでおります。私どもの

ほうでは関係部署と連携をさせていただきながら、代替道路の整備が進んでいく中でケヤキ

並木のモール化というところを庁内一丸となって現在取り組んで進めているところですので、

その点については継続して現在も取り組んでいるところでございます。 

○教育長（浅沼昭夫君） よろしいですか。ほかにいかがでしょうか。 

○委 員（新島 香君） 勉強不足で大変申し訳ないのですけれども、７６件の指定登録文

化財が平成３０年１０月現在あると書かれているのですけれども、７６件について、どうい

った場所にどういうものがあるかというような地図だったりマップみたいなものだったり、

そういうものがあるのか教えていただきたいのと、文化財の保存と活用の現状と課題という

ところで、課題の中に学校教育における教育資源としての活用推進や郷土の歴史や文化財の

情報を市民へ伝える取組の必要性などが課題として示されていますとありますが、小学校で

は３、４年生ぐらいで地域めぐりという授業があり、中学校でも中学１年生、市内めぐりと

いう課題に取り組んでいます。そういった授業に教材として使えるような資料のようなもの

が今現在こちらで準備されているのかどうかを教えてください。 

○ふるさと文化財課長（江口 桂君） まず、１点目の文化財のマップでございますが、以

前市制施行の５０周年の契機として「ふるさと府中文化財めぐりマップ」というものを作成

いたしまして、そちらのほうを広く配布させていただきました。現在そちらのマップ以外に

最新版としては観光のほうのマップが作成されていて、その中で文化財が広く、よりわかり

やすく紹介されていることもありまして、現在はそちらのマップを活用することと、指定文

化財の一覧につきましては、現在ホームページ等で広く周知をしています。７６件の文化財

ですが、その中では国と東京都と府中市の指定文化財に分かれています。国指定は、今、お

話しに出ました馬場大門のケヤキ並木など、東京都指定は大國魂神社の本殿などがございま

す。残りが市の指定文化財になっておりまして、そちらのほうを今、申しあげたホームペー

ジ等で広く周知をさせていただいております。 

 続きまして、２点目の学校教育での授業での文化財の紹介、資料等でございますが、文化

財としての資料は学校向けという形で発行はしていないのですが、今現在教育部門のほうで、

各小学校・中学校で郷土府中の副読本を作成していただいております。現在、郷土府中の副

読本の改訂をお願いしておりまして、その中の広く文化財を紹介するページで、最新の情報

に改め、最新の写真等に入替えしております。学校の教材としてはこの副読本で、広く紹介

させていただくようなことをお願いしているところでございます。 

 答弁は以上でございますが、申し訳ございません。市制施行の関係で７ページのところで、

上から８行目の④の「府中市制施行５０周年」と書いておりますが、こちらは大変恐縮でご

ざいますが、「府中市制施行６０周年」を契機に始まったのが新府中市史編さん事業ござい

ますので、あわせてこちらのほうを訂正させていただきます。 

○教育長（浅沼昭夫君） よろしいですか。ほかにいかがでしょうか。 
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○委 員（平原 保君） 学校教育との関係でお聞きしていたのですが、６ページの課題の

中でも、「学校教育のなかで、郷土の歴史や文化財を伝えていく取組や子どもたちが文化財

に見て、ふれて、親しむ機会の充実が必要である」というご指摘と、それから８ページにお

いても下のほうで、「学校教育との連携を充実し、子どもたちの地域への愛着と誇りをはぐ

くむふるさと学習の推進」と書いてあります。質問が関係部署とは異なるかもしれないので

すが、郷土かるたというのは、まだ子どもたちに配付して活用していますか。 

○ふるさと文化財課長（江口 桂君） 郷土かるたにつきましては、今現在も市内の第３学

年の児童全員に無料で配付をさせていただいておりまして、ふるさと学習の一環で活用して

います。郷土かるたを作成している会社では、今でも郷土かるたの箱、郷土かるたそのもの

の製版を全て手作りで行っておりまして、今年第二中学校で、郷土かるたの歴史と手作りの

印刷会社さんが実際に来ていただいた取組について、ふるさと学習の中で紹介をさせていた

だいて、現在そのほかの学校でも今年度、来年度同じような郷土かるたの歴史と活用の取組

を行わせていただくお話をいただいております。今後も郷土かるたについては積極的に学校

教育と連携しながら活用を図ってまいりたいと思っております。 

○委 員（平原 保君） ありがとうございます。今、質問したのは郷土かるた、すごく有

効だなと私自身思っていたものですから、質問させていただきました。府中の郷土かるたで

学んだ方々と私がＰ連の方と触れ合っているときに、みんな「朝なるかねは高安寺」とか共

通の言葉を持っていて「馬場大門の馬の市」とか「ききんを救った平右衛門」そういった言

葉がどんどん出てきて、大人になっても子どものときに覚えたものが語呂として残っていて、

それが現物と結びついたときに非常に有効な地域への愛着だとか郷土愛とか、そういうもの

につながっているのだなと、子どもの姿でなく大人の方たちを見てもそういう文化を持って

らっしゃるのだなということを感じていたので、ぜひ有効活用していただきたいなと思いま

す。それから先ほど、かるたの方とか直接かるたの魅力を伝えるという活動もなさっている

ということで、非常にいい活動だなと思います。また、よろしくお願いします。 

 １つ自分も指導していた時に、今ない施設の名前がまだ残っていたりと、一部あるような

気がしたのですが、歴史的人物とか歴史的事実というのは時代が変わればもちろん残ってい

けばいいのですけれども、施設名はどうなのかなと、ちょっと疑問に思ったときがあったも

のですから話題にしていただけたらありがたいなと思います。以上です。 

○教育長（浅沼昭夫君） ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、報告・連絡（３）について了承といたします。 

                    ◇                

◎第７３回府中駅伝競走大会の開催について 

○教育長（浅沼昭夫君） 報告・連絡（４）をスポーツ振興課、お願いします。 

○スポーツ振興課長補佐（青木達也君） それでは、スポーツ振興課より、第７３回府中駅

伝競走大会の開催につきまして、お手元の資料４「大会開催要項」に基づきましてご説明を

させていただきます。本大会はまちのにぎわいの創出や東京２０２０オリンピック・パラリ

ンピック競技大会に対する気運を盛り上げていくことを目的に、一昨年度から市街地にコー

スを変更して開催しておりますが、今年度も令和２年２月１１日の祝日にけやき並木通りの

フォーリス前付近をスタート地点とした市街地周回コースで開催をいたします。コースの内
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容につきましては、資料の最終ページにコース図がありますけれども、こちらのコースの内

容で基本的には昨年度と同様のコースで実施をさせていただきたいと考えております。 

 昨年度は中学生の部で７１チーム、全体としまして４６４チームと過去最高の申込数とな

り、大変に盛り上がったレースとなりましたが、今回もオリンピックを目前に控えた開催と

して、さらなる気運醸成やにぎわいの創出につながる活気にあふれた大会にしたいと考えて

おります。なお、今回はゲストランナーといたしまして、北京オリンピック４×１００メー

トルリレー銀メダリストの末續慎吾さんをお迎えする予定としております。 

 最後になりますが、委員の皆様には改めまして開会式のご案内をお送りいたしますので、

ご臨席のほどどうぞよろしくお願いいたします。以上でございます。 

○教育長（浅沼昭夫君） ただいまの件ですけれども、何かご質問、ご意見はございますか。 

○委 員（松田 努君） 多摩川から変わって３年目だと思うのですけれども、この２年間

市街地でやった中で多摩川より多少リスクがあったりするような感じはするのですけれども、

この２年間で何か大きくなくてもトラブルで、今回の運営にいかし、ここを修正したとか、

特に大きなトラブルはなかったので、そのまま変えていませんとかを教えていただければと

思います。 

○スポーツ振興課長補佐（青木達也君） 一昨年度からコースの変更をさせていただいた中

での課題ということでお答えさせていただきます。一昨年度初めて市街地にコースを移させ

ていただいた際に、初めてのコースということもありまして、いろいろな課題が実施終了後

に挙げられました。大きなところで申しあげますと、市街地ということでコース自体の幅が

狭いというところで、ランナーと観客の間が狭いというところで交錯したという事実はない

ないのですけれども、交錯しそうになったという事象がございました。それから、もう１つ

大きな点といたしましては、これはコースを移したということではないのですけれども、市

民陸上競技場をタスキの受け渡し地点にさせていただいたのですけれども、そこを一般の部

ですとか、中学生の部でそれぞれルートを分けまして、タスキをつなぐような形でやらせて

いただいたのですけれども、そこの案内が不十分だったため、間違えて違う方向に進んでし

まってタイムをロスしてしまったとか、もっと言うと記録がうまくつなげなかったという事

象がございました。 

 これを受けまして、昨年度改善をいたしまして、警備員の数を増やすといった形で、先ほ

ども申しあげました、ランナーと観客の方の交錯を防ぐといった形ですとか、市民陸上競技

場の中につきましてはルートを再度検討いたしまして、タスキの場所自体は部門で分けては

いたのですけれども、同一の入り口と同一の出口を使い、かつ案内人を増やすといったよう

な形で、タスキの受け渡し場所の間違いがないように取り組ませていただきまして、昨年度

の実施後につきましては、そういった課題は挙がってこなかったということで、そういった

意味で課題についてはクリアできたのかなと考えてございます。 

 今年度につきましてはそれを受けまして、基本的には昨年度と同じやり方をと考えている

のですが、細かい部分でお声があるようなところにつきましては、開催に向けまして調整を

していければと考えております。 

○教育長（浅沼昭夫君） よろしいですか。ほかにいかがでしょうか。 

○委 員（新島 香君） 以前もお願いさせていただいたかと思うのですけれども、中学生、
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高校、一般と参加資格がありますけれども、よろしければ小学生も出られるような大会を、

本当は府中駅伝で一緒に小学生がチームを組んで１人１キロずつでも２キロずつでも走れる

といいなと思うのですけれども、４００を超えるチームが参加されているということで難し

いところがあるかと思いますけれども、小学生も走れるような大会を作っていただけるとあ

りがたいと思います。よろしくお願いします。これは要望です。 

○教育長（浅沼昭夫君） 要望ということでよろしいですか。要望ということで承っておき

ます。 

 ほかにいかがでしょうか。それでは、報告・連絡（４）について了承といたします。ご要

望があったということも含めてよろしくお願いいたします。 

                    ◇                

◎企画展「青木野枝 霧と鉄と山と」の開催について 

○教育長（浅沼昭夫君） 報告・連絡（５）を美術館、お願いします。 

○美術館副館長補佐（志賀秀孝君） 報告・連絡（５）につきまして美術館よりご報告させ

ていただきます。お手元の資料をご覧ください。１２月１４日（土）から令和２年３月１日

（日）まで、「青木野枝 霧と鉄と山と」展を開催いたします。観覧料は記載のとおりで、市

内小・中学生は学びのパスポートにて無料となります。 

 チラシをお開きください。青木野枝は大気や水蒸気をモチーフに、万物がうつろいゆく中

で生命の尊さをあらわしてまいりました。その彫刻は、鉄や石膏という固く重い素材を用い

ながらも周囲の空気をまとい大変軽やかでございます。作品は展示場所にあわせて制作し、

展示が終わると解体いたしますが、青木野枝がつくって、置き、崩す、を繰り返し、その営

みのなかに自らの彫刻があると考え、実践しております。近年は２０１７年第４０回中原悌

二郎賞を女性として初めて受賞し、また全国各地で個展を精力的に行っております。動き続

ける青木野枝の彫刻の今をご体感いただけますよう、約３０点の作品が皆様をお待ちしてお

ります。会期中１２月１４日（土）、１５日（日）の午後３時からアーティスト・トークを企

画展示室で、また、１月１１日（土）の午後２時から青木野枝と陶芸家、彫刻家の鼎談を

「小さな同期会 大学時代の想い出話とこれからのことなど」と題し講座室で、２月２３日

（日）の午後２時からは青木野枝と美術家、彫刻家３人による座談会「彫刻という幸いにつ

いて」を講座室で、また、「さわって、感じる彫刻ツアー」子ども編を１月２６日（日）、大

人編を２月２９日（土）ともに１１時から企画展示室で関連企画を開催いたします。 

 常設展示室では「『戦後』の美術」「武蔵野のアトリエ」「牛島憲之の色とかたち」を開催い

たします。なお、会期中７校の鑑賞教室がございます。 

 チラシ裏面をご覧ください。１階の公開制作室では本市で生まれ育った在住作家の高嶋英

男「からっぽに満たされる」を開催いたします。本市の子どもたちに地元で暮らし制作する

美術家を身近に知ってもらえる機会をなります。粘土を積み上げて等身大の人体像を制作い

たします。細やかな作業経過とともに、人であり人を超えた存在が生まれ出てくる時間にぜ

ひお立ち会いいただければと思います。ぜひご覧いただきたくご案内を申しあげます。以上

でございます。 

○教育長（浅沼昭夫君） 何かご質問、ご意見ございますか。よろしいですか。それでは報

告・連絡（５）について了承いたします。 
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                    ◇                

◎その他 

○教育長（浅沼昭夫君） 日程第５、「その他」でございますけれども、何かございますか。

よろしいですか。 

                    ◇                

◎教育長報告 

○教育長（浅沼昭夫君） 日程第６、「教育長報告」に移ります。活動状況につきましては別

紙の「令和元年第１１回教育委員会定例会教育委員会活動報告書」のとおりでございます。 

 なお、この報告書は令和元年１０月１２日から令和元年１１月１５日までの活動内容とな

っております。 

 私から特段の報告はございません。以上です。 

                    ◇                

◎教育委員報告 

○教育長（浅沼昭夫君） 日程第７、「教育委員報告」に移ります。活動状況については別紙

のとおりでございます。まず、松田委員にお願いいたします。 

○委 員（松田 努君） 私からは、まず、１１月３日小学生タグラグビー大会のフォーリ

スカップを参観しました。今年は参加小学校１８校で５５チーム、参加人数は４７３名、そ

のうち男子が３１７名、女子１５６名と来ました。人数は昨年より少し減っていますが、今

年も楽しそうにボールを追いかけて、タグを取っている姿を見られてうれしかったです。 

 あとは１１月７日教育委員会訪問で府中第四中学校の特別支援学級を参観させていただき

ました。特別支援学級の授業をじっくり見せてもらうのは私自身初めてでした。数学の授業

でしたけれども、課題別学習グループに分かれて授業を受けていました。グループごとに多

少の違いはあるものの、問題を解こうと一生懸命に学習している姿がとても印象的でした。

先生方のご苦労もいろいろあると思いますけれども、生徒１人１人の発達段階や課題に対応

し、実態にあった、そして必要な基礎学力が定着するような授業を引き続きお願いしたいと

感じました。私からは以上です。 

○教育長（浅沼昭夫君） ありがとうございました。続きまして日野委員、お願いします。 

○委 員（日野佳昭君） ３点報告させてください。１０月１９日、第二小学校増築棟披露

会に行きました。立派な２階建ての図工教室で、広く使いやすそうな２部屋の教室でした。

老朽化対策で改築のときには取り壊す可能性があるということです。何とか無駄にしない方

法はないかと考えさせられます。また、建築基準法での決まりということでしたが、必ずし

も必要とは思えない２階なのにエレベーターが設置されていたのにも気になりました。 

 ２点目として１１月７日、教育委員会訪問で、四中の特別支援学級で数学の授業を見てま

いりました。教員と補助員の方々の丁寧な授業風景と生徒の皆さんが集中して楽しそうに勉

強している様子を見て安心しました。校長先生からご要望がありました。特別支援学級の

個々のニーズに細かく対応するため環境整備が必要である。具体的には教室の数が少ない。

生徒が３２名おり多過ぎる。補助員の人材の確保が難しい、その理由としては給与が安いこ

とが原因と思われるとのことでした。 

 最後に教育委員としての仕事ではないのですけれども、１１月１１日、府中市立幼稚園就
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園児童委員会でみどり幼稚園に行って来ました。発達に遅れや不安のある幼児の入園応募に

伴う入園面接及び審査を行う委員会です。幼児の特別支援教育の充実が目的ですが、市立幼

稚園閉園に伴い、来年度で終了になるかと思われます。今後小学校に発達障害児をどのよう

につないでいくか考えていかなければならないと思いました。以上です。 

○教育長（浅沼昭夫君） ありがとうございました。続きまして平原委員、お願いをいたし

ます。 

○委 員（平原 保君） 私から３点報告させていただきます。第１に、１０月２３日

（水）、府中五小を会場とした五小と十中の小中連携合同研修会を参観しました。全学級の

授業公開と全体会・分科会が行われ、私は授業公開と全体会に参加しました。授業公開では

１年生から６年生までの児童が一生懸命学んでいる様子を見て感じたことを３つの視点から

報告します。１つ目に、ノートの活用です。各学年の児童が国語・社会・算数など各教科の

学習において、レイアウトも工夫して自分の考えや気づいたことをきちんと書いていました。

２つ目に、これまでの既習事項を活用して問題解決に取り組んでいる様子が印象的でした。

３つ目に、授業中に子どもの気づきや発見を大切にして、対話的な学習が進められていると

感じました。最後に、こうして児童が意欲的に学ぶことができるために、日ごろから教材研

究や授業の充実や改善に先生方が努力されていることが推察できる参観でした。 

 第２に、１０月２５日（金）に矢崎小学校のプログラミング教育推進校の研究発表会を参

観しました。新学習指導要領では総則に、「児童がプログラミングを体験しながら、コンピ

ュータに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力を身に付けるための学習活動」

と示されています。私は、プログラミング教育を導入・推進するに当たって、論理的な思考

力を身に付けることと、子どもたちにとって楽しい体験をすることが重要だと考えています。

そこで、この２つの視点から、矢崎小学校の授業を参観しました。当日は、２年生国語、４

年生社会、５年生総合的な学習の時間、６年生音楽が公開されていました。例えば、５年生

では、パソコンを使って都道府県クイズを友だちと協力しながら作成する活動がありました。

矢崎小のプログラミング的思考として、「しぼる」、「短く示す」、「組み合わせる」とい

う観点からの思考を高めることが意図されていました。児童は２人がペアとなって、楽しそ

うに学習を進めていました。さらに、都道府県の特徴を効果的に表現できるよう試行錯誤を

繰り返しながら、対話的な学習を進める中に、目指す思考力が育まれていくことを捉えるこ

とができました。本研究の成果がほかの学校の実践にも反映されていくことが期待される研

究発表でした。 

 第３に、１１月１８日（月）に府中市交通安全対策審議会に出席しました。主な議題とし

て２点ありました。１つ目に、府中市の交通事故状況について、府中警察から報告と注意喚

起がありました。２つ目に、東京都自転車活用推進計画について、府中市事務局から説明と

府中市としての今後の対応についての説明がありました。その中で気になったことが２つあ

りました。 

 １つ目に、府中市の交通事故の発生状況で横断歩行中の事故が多いということと、事故発

生の時間帯のデータから朝の８時頃と夕方に近い時間帯に多いとの報告があり、児童・生徒

の登下校の時間帯と重なることを思い、交通安全指導の大切さを再認識しました。 

 ２つ目に、東京都自転車推進計画においては、学校、家庭、地域社会が全体で自転車利用
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の安全教育を進めることが、一層重要な課題になっていくことを感じました。以上です。 

○教育長（浅沼昭夫君） ありがとうございました。それでは最後に新島委員、お願いいた

します。 

○委 員（新島 香君） 私は１０月２４日に東京都市町村教育委員会連合会第２ブロック

研修会に参加してまいりました。今回の研修会は、本市給食センターで実施されました。他

市から多くの方がご参加され、国内一と言われる給食センターを２班に分かれ見学、栄養士

さんが各施設の紹介をわかりやすく、また、笑いも起きる巧みな話術で紹介してくださいま

した。後半の講演では、前教育委員でもいらっしゃる小児科医の崎山先生によるアレルギー

のお話と、アナフィラキシーが起きた場合のエピペンの使用方法を練習用のエピペントレー

ナーを使って実践でご指導いただきました。実際にエピペンを使用してみると結構な力で刺

す必要がありびっくりしました。また、アナフィラキシーを起こしてエピペン使用が必要な

相手はじっとしていてはくれないということもはっと気づかされることで、相手をしっかり

押さえて使用する必要があることがわかり、今回の研修会は私にとって大変有意義なものと

なりました。 

 次に、平原先生からもありましたが、矢崎小学校プログラミング教育推進校研究発表会と

いうことで、２年間にわたる研究の成果と課題を４学年の実際の授業観察と研究発表、そし

て東京学芸大学ＩＣＴセンター教授の森本先生の講演を聞かせていただきました。タブレッ

トＰＣ、デスクトップＰＣ、機器を使用しないアンプラグドの授業の中で、子どもたちが集

中して授業に取り組んでいる姿があり、２、３名の複数名で１台のＰＣを使用し、アイデア

を出し合い、対話し、学び合う授業はとても刺激的で、主題であるプログラミング的思考を

育むのにとても有効だと感じました。何より子どもたちがとてもよい顔で授業を受けていた

のが良かったです。ご講演いただいた森本先生が矢崎小学校の児童と先生方との関係性がと

てもよく、良い授業ができていることが何より大切なこととおっしゃっていたのが印象的で

した。今回の研究成果を他校にもどんどん広げていただき、来年度からの本格導入がスムー

ズに狙いどおり実るようにいかしていただきたいと思いました。 

 最後に１１月７日、四中教育委員会訪問です。特別支援学級の数学の授業を観察させてい

ただきました。私たちが授業の邪魔になってしまうのではないかと不安がありましたが、さ

ほど気にならない様子で、習熟度別に５グループに分かれてさまざまな授業を見させていた

だきました。計算の仕方が分かると集中して、どんどん問題を解いていく姿から、分かる、

楽しいという学びの原動力を感じ、子どもの持つ強いエネルギーを感じました。先ほどお話

がありましたけれども、より良い授業を行うためには支援員がもっと必要とのことで、やは

り予算面でのサポートが強く必要であると思いました。中学卒業以降の進路希望をかなえ、

その後子どもたちが力強く歩んでいけるようサポートが必要と思いました。以上です。 

○教育長（浅沼昭夫君） ありがとうございました。それでは、これで令和元年第１１回府

中市教育委員会定例会を閉会といたします。ありがとうございました。 

                    ◇                

午後３時０４分閉会 
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以上、会議のてん末を記載してその相違ないことを証

するため、ここに署名する。 

 
令和２年２月２０日 

 
府中市教育委員会教育長 

               浅沼 昭夫 

 

      府中市教育委員会委員 
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